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新型コロナウイルスに係る臨時休業の再延長について（通知） 

  

須坂市教育委員会では、現在５月 10日（日）までとしている市内小・中・支援学校の臨時

休業を、５月 31日（日）まで再延長することを決定いたしました。なお、この期間中須坂支

援学校としましては、感染拡大のリスクを可能な限り低減しつつ段階的に実施可能な教育活

動が再開できるよう分散登校を行っていきたいと考えております。そのためにも各ご家庭と

連絡を取り合いながら進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．臨時休業期間 

令和２年４月１３日（月）午後から令和２年５月３１日（日）まで 

※再延長期間：５月１１日（月）から５月３１日（日）まで 

 

２．分散登校について 

   児童生徒の生活指導、健康観察等を行うため、再延長期間中に分散登校を行います。 

(1) 実施日、登校時間は、別紙の通知をご覧ください。 

(2) ５月２０日（水）から給食が用意できます。 

(3) 分散登校予定で欠席の場合は学校にご連絡ください。 

(4) 血液検査（小５・中全）、尿検査（全）は臨時休業中も実施します。 

(5) 感染状況に応じて中止することがあります。 

  

３．休業期間中の対応 

(1) 再延長期間中の分散登校以外の生活において、同様の手順で直接相談支援専門員（プラン

ナー）にご連絡をとるなどご対応をお願いいたします。 

(2) 須坂支援学校においては、保護者が仕事を休めない場合等で、家庭において一人で過ごす

ことが難しい児童生徒については、学校において居場所として引き続き受け入れます。 

(3) 児童クラブは引き続き開所します。 

(4) 学校からの情報は、その都度、学校ホームページ、メール配信、電話等で保護者にお伝え

します。 

 

４．その他 

 (1) 日々の健康観察については引き続きご協力をお願いいたします。 

(2) 状況が変化した場合は、改めて通知いたします。 
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